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機構の業務

1.貸付対象

●地方債計画に計上された「公的資金」として、貸付けを実施します。 
●地方公共団体による資本市場からの資金調達を効率的かつ効果

的に補完するため、地方公共団体に対しその地方債について長期

かつ低利の資金を融通し、これによって地方公共団体の財政の健

全な運営及び住民の福祉の増進に寄与します。

また、貸付けに際しては必要な審査を適切に行います。

　貸付先は地方公共団体のみを対象としています。 

　貸付対象は、旧公営企業金融公庫においては合計21事業及び公社貸付となっておりましたが、平成

20年10月の地方公営企業等金融機構の業務開始時に、合計18事業への絞り込み（公社貸付は廃止）

が行われました。

　今回の地方公共団体金融機構への改組により、これまで、主として公営企業債であった貸付対象が、

広く一般会計債に拡充することに伴い、地方公共団体のあらゆる資金ニーズに適時・適切に対応してい

きます。

　具体的には、平成21年度地方債計画において、新たに地域活性化事業、防災対策事業、合併特例事

業が貸付対象となりました。さらに、臨時財政対策債についても、貸付けを行う予定です。

貸付業務
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地方財政法第5条等に規定する適債事業のうち、地方債計画の他の事業項目で措置されないすべての事
業を対象とするもの。従来機構の貸付対象としていた臨時河川等整備事業（中小河川の整備）及び臨時高
等学校整備事業（高等学校の老朽校舎の改築等）が、平成21年度より地方債計画において一般事業に再
編された。

地方公共団体が行う地域の活性化を実現するための基盤整備事業

地方公共団体が行う災害等に強い安心安全なまちづくりを推進するための防災対策事業

自主的な市町村の合併を全国的に推進していくために、市町村の合併の特例に関する法律の下で合併し
た市町村が行う市町村建設計画に基づく事業、市町村の合併の特例等に関する法律の下で都道府県の構
想に位置付けられた市町村の合併に伴い必要となり市町村が行う事業及び合併市町村において都道府県
等が行う交通基盤の整備事業

従来機構の貸付対象としていた臨時地方道整備事業（生活関連道路としての地方道の建設）が、平成21
年度より地方債計画において地方道路等整備事業に再編された。

地方交付税の不足を補うため、地方財政法の規定に基づき、特別に発行を認められた地方債

貸付対象事業の推移

対象外

対象外

公営企業債

・水道事業
・交通事業
・病院事業
・下水道事業
・公営住宅事業
・工業用水道事業
・電気事業
・ガス事業
・港湾整備事業
・介護サービス事業
・市場事業
・と畜場事業
・観光施設事業
・駐車場事業
・産業廃棄物処理事業

・臨時地方道整備事業
・臨時河川等整備事業
・臨時高等学校整備事業

一般会計債

地方公営企業等金融機構

公営企業債

・水道事業
・交通事業
・病院事業
・下水道事業
・公営住宅事業
・工業用水道事業
・電気事業
・ガス事業
・港湾整備事業
・介護サービス事業
・市場事業
・と畜場事業
・観光施設事業
・駐車場事業
・産業廃棄物処理事業

・一般事業
・地域活性化事業
・防災対策事業
・合併特例事業
・地方道路等整備事業

など

地方債のうち、公営企業に
係る地方債以外のもの

一般会計債

臨時財政対策債

地方公共団体金融機構公営企業金融公庫

公営企業債

・水道事業
・交通事業
・病院事業
・下水道事業
・公営住宅事業
・工業用水道事業
・電気事業
・ガス事業
・港湾整備事業
・介護サービス事業
・市場事業
・と畜場事業
・観光施設事業
・駐車場事業
・産業廃棄物処理事業

・臨時地方道整備事業
・臨時河川等整備事業
・臨時高等学校整備事業

・有料道路事業
・宅地造成事業
・市街地再開発事業

・地方道路公社
・土地開発公社

公
社
貸
付

一
般
貸
付

一般会計債

【 一 般 事 業 】

【地域活性化事業】

【 防 災 対 策 事 業 】

【 合 併 特 例 事 業 】

【地方道路等整備事業】

【臨時財政対策債】

（注）
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2.貸付けの種類

　機構の貸付業務は、①地方公共団体に対する「一般貸付」、②株式会社日本政策金融公庫から委託

を受けて行う地方公共団体向けの「受託貸付」に大別されます。

　一般貸付を貸付期間により区別すると、「長期貸付」、起債同意（許可）の見込みが確実な事業に対し

て長期貸付までのつなぎ資金を同意（許可）前に貸し付ける「同意・許可前貸付」及び同一年度内に償

還が行われる一時借入金の資金を貸し付ける「短期貸付」の３種類です。

3.貸付利率

　貸付利率は、基準利率、特別利率及び臨時特別利率の3種類です。

 

（1）基準利率 

　機構が調達した貸付原資に係るキャッシュ・フローの割引現在価値と、機構の貸付けにおけ

るそれぞれの償還期限及び据置期間並びに償還形態ごとにこれを貸し付けた場合のそれぞれ

のキャッシュ・フローの割引現在価値とが等しくなるよう定めた利率です。

（2）特別利率 

　住民生活にとって特に重要な事業について基準利率より優遇し設定する利率（基準利率

－0.30％）です。

（3）臨時特別利率 

　地域社会の課題に対し的確に対応する上で緊急性・必要性が極めて高い特定の事業等につ

いて特別利率よりさらに低く設定する利率（基準利率－0.35％）です。

　平成20年度の貸付利率の推移は次のとおりとなっており、臨時特別利率は同時期の財政融

資資金の貸付利率と同水準となっています。
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■ 平成20年度における貸付利率の推移

※20年4月～20年9月までは公営企業金融公庫、20年10月～21年3月までは地方公営企業等金融機構の貸付利率（いずれも固
　定金利方式、28年償還（うち据置5年）のもの）を記載しています。なお、財政融資資金の貸付利率も同一償還条件のものを記
　載しています。

※同一償還条件の財政融資資金利率を下限としているため、特別利率と臨時特別利率が同率になる場合があります。

区分

年月
20年4月 20年5月 20年6月 20年7月 20年8月 20年9月

公庫利率改定日 4/17 5/22 6/19 7/17 8/21 9/19

基 準 利 率 2.40％ 2.35％ 2.40％ 2.45％ →

特 別 利 率 2.10％ 2.20％ 2.30％ 2.20％ 2.15％

臨時特別利率

財政融資資金利率

2.10％

2.10％

2.20％

2.20％

2.30％

2.30％

2.20％

2.20％

2.10％

2.10％

→

→

→

→

区分
20年10月 20年11月 20年12月 21年1月 21年2月 21年3月

機構利率改定日 10/28 11/20 12/17 1/22 2/19 3/19

基 準 利 率 2.25％ 2.35％ 2.30％ 2.05％

特 別 利 率 2.10％ 2.00％ 1.80％ 1.90％

2.10％

臨時特別利率

財政融資資金利率

2.00％

2.00％

1.80％

1.80％

1.90％

1.90％

→

→→

→

→

→

→

→

→

年月
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　貸付対象に応じて設定している償還期限は、従来は最長28年（平均約25年）でしたが、今回の改組

を契機に、貸付対象ごとの償還期限の見直しを行い、平成21年度同意（許可）債からは最長30年とす

るなど、全般的に償還期限を延長しました。主な貸付対象の新しい償還期限は次のとおりです。

貸付対象事業

平成 20 年度までの同意（許可）債 平成 21年度からの同意（許可）債

固定金利 利率見直し（注） 固定金利 利率見直し（注）

償還期限 据置期間 償還期限 据置期間 償還期限 据置期間 償還期限 据置期間

公 営 住 宅 20 5 20 5 25 5 25 5

水 道 28 5 28 5 30 5 30 5

交 通 28 5 28 5 30 5 30 5

病 院 28 5 28 5 30 5 30 5

下 水 道 28 5 28 5 30 5 30 5

工業用水道 25 5 25 5 30 5 30 5

電 気 25 5 28 5 30 5 30 5

ガ ス 20 3 20 3 25 5 25 5

港 湾 整 備 18 5 28 5 20 5 30 5

市 場 20 5 20 5 25 5 25 5

と 畜 場 18 3 18 3 20 5 20 5

（注）10年ごとの見直し

4.償還期限
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　機構では、地方債の同意（許可）手続きにより、事業の内容、

適法性及び償還確実性等が確認されていることを前提に、次の

とおり必要な審査を適切に実施しています。

①貸付予定の地方公共団体・公営企業について、地方公共

団体財政健全化法に定める健全化判断比率等を用いて、

各団体の財政状況と各公営企業の経営状況を把握する

とともに、必要に応じ都道府県の市区町村担当課等か

らヒアリングを実施します。 

②貸付けに際して、地方公共団体からの借入申込書類に基

づき、地方債の同意又は許可の有無、借入れに必要な

議会の議決や予算措置等の事項について審査します。 

③貸付後、現地調査を行い、貸付金の使用状況及び貸付

事業の実施状況の確認を行うとともに、財政状況・経

営状況を把握します。

①貸付予定団体・企業の確認
●財政状況・経営状況の把握
●ヒアリングの実施

②貸付時における確認
●同意（許可）額の把握等
●借入申込書類の確認

③貸付後の確認

現地調査の実施

貸付けの実行

5.貸付けの審査体制

　特別利率、臨時特別利率と基準利率との利差を補てんするための財源は、公営競技納付金により積み立てら

れた地方公共団体健全化基金（旧公営企業健全化基金）の運用益及び自己財源により賄われることとなります。

　このうち、公営競技納付金は、地方公共団体が行う公営競技（競馬、競輪、オートレース、競艇）の収益の

均てん化を図ることを目的に、その収益の一部を公営競技施行団体から受け入れ、これを地方公共団体健

全化基金に積み立て、その運用益等を住民の日常生活に関係の深い事業等への貸付利率の引き下げの財源

として活用しています。

　最近の公営競技納付金等の推移は次のとおりです。

6.公営競技納付金等による利下げ

（注）平成20年度開催分の公営競技から、確定した決算により算定した納付金額を開催翌年度の11月30日までに一括して納付す
ることとなったため、納付制度の切り替えにあたる平成20年度の納付金は、マイナスとなっている。

平成 13 14 15 16 17 18 19 20

公営競技納付金（億円） 123 149 109 106 90 107 141 △ 81

地方公共団体健全化基金（億円）
（旧公営企業健全化基金）

8,475 8,558 8,606 8,676 8,739 8,843 8,997 8,947

公営競技開催権を有する団体数 345 316 299 293 260 225 210 210

納付団体数 225 213 212 205 190 180 161 142

区分 年度
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7.貸付実績の推移

（１）全体の貸付実績の推移

　旧公庫の貸付残高は、昭和49年度に1兆円、56年度に5兆円を超え、61年度には10兆円、平成

9年度には20兆円、平成16年度には25兆円に達し、平成20年10月、22兆4,586億円を機構が引

き継ぎました。

　平成20年度は1兆1,088億円の長期貸付（旧公庫及び機構で貸付けを行った額の合計。以下同

じ。）が行われ、平成20年度末における貸付残高は22兆2,152億円となっています。

　また、貸付けを行っている地方公共団体等の数は、平成20年度末現在では、全都道府県をはじ

めとして2,079団体に及んでいます。残高ベースでの内訳は、市及び特別区が15兆6,463億円で最

も多く全体の71％を占めています。次いで、都道府県が4兆312億円で18％、残り2兆5,378億円

が町村及び企業団等で11％となっています。

市及び特別区
156,463億円
（799）

総額
222,152億円
（2,079）

団体種別貸付残高（平成21.3.31 現在）
（　）は貸付団体数

都道府県
40,312億円
（47）

公社
1,794億円
（39）企業団等

6,495億円
（210）

町村
17,088億円
（984）

（受託貸付を除く）

0

3,000

6,000

9,000

12,000

15,000

18,000

21,000

24,000
（億円）（件）

H20H19H18H17H16H15H14H9H4S62S57S52S47S42S37S32

件数

貸付額（長期貸付）

貸付実績の推移

0

260,000

195,000

130,000

65,000

（億円）

S32 S37 S42 S47 S52 S57 S62 H4 H9 H20H19H18H17H16H15H14

貸付残高の推移
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（2）事業毎の貸付実績の推移

　貸付けの実績を年度別事業別にみると、旧公庫期

の昭和30年代は水道、電気、港湾が主な貸付対象で

したが、40年代には水道、地域開発、下水道が、50年

代には下水道、水道、臨時3事業が主な貸付対象事業

となり、最近では下水道及び臨時3事業のウェイトが

高くなっています。

　平成20年度末の貸付残高は22兆2,152億円で、こ

れを事業別にみると下水道事業が最も多く全体の

41.4％を占め、次いで臨時3事業22.4％、水道事業

19.5％の順になっています。

総額
222,152億円

水道
20%（43,258）

工業用水道
1%（2,810）

交通
7%（15,084）

その他
3%（7,303）

事業別貸付残高（平成 21.3.31 現在）

下水道
41%（91,987）

病院
3%（5,412）

公営住宅
3%（6,631）

臨時3事業
22%（49,667）

（　）は単位：億円（受託貸付を除く）

年度別事業別長期貸付額構成比（受託貸付を除く）

71

（注1）同意・許可前貸付は長期貸付に振り替えられた年度に計上しています。
（注2）その他には、公営企業借換債を含んでいます。
（注3）四捨五入により、計が一致しない場合があります。
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8.平成20年度の貸付実績

（１）貸付実績

　平成20年度は、総額1兆1,088億円の貸付けを行いました。事業別の内訳については、まず、下

水道に対する貸付けが4,583億円で全体の41.3％、次に上水道（簡易水道を含む。）が1,509億円

で13.6％を占めています。このほか、臨時地方道整備を中心に臨時3事業に対し1,434億円（全体

の12.9％）の貸付けを行いました。

（２）事業ごとの内訳

【水道事業】

　地方公共団体が経営する水道事業（簡易水道事業を含む。）は、2,277事業あり、年間約192億㎥

の給水を行っており、給水人口は約１億2,463万人となっています。

　平成20年度の貸付額は、1,509億円となっています。

0
S32 S37 S42 S47 S52 S57 S62 H4 H9 H14 H19 H20
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1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000
（億円）（件）

貸付件数

貸付額

白川浄水場（佐賀県有田町）

（注）各事業の事業数等は平成19年度のものです。なお、写真は既存の融資事業の例ですので、平成20年度に貸し付けた事
業とは限りません。
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【工業用水道事業】

　地方公共団体が経営する工業用水道事業は、152事業266施設あり、6,186箇所の工場等に年間約48

億㎥を給水しています。

　平成20年度の貸付額は、120億円となっています。

【交通事業】

　地方公共団体が経営する交通事業は、84団体103事業あり、年間延べ約40億人（1日平均1,106万人）

に利用されています。公営交通事業が旅客輸送機関に占める割合を年間輸送人員からみると、バスで

は25.6％、地下鉄では72.1％となっています。

　平成20年度の貸付額は、510億円となっています。

市営地下鉄（名古屋市）
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1,000
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1,500

500

（億円）（件）

高速鉄道
一般交通

貸付額

貸付件数

石狩湾新港地域工業地帯（北海道）
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【病院事業】

　地方公共団体が経営する病院事業は、667事

業で、これらの事業が有する病院の数は957病院

（一般病院911、結核病院1、精神科病院45）となっ

ています。

　平成20年度の貸付額は、683億円となってい

ます。

県立こども病院（宮城県）

【電気事業・ガス事業】

　地方公共団体が経営する電気事業は、93事業

425発電所で、発電能力は最大出力344万kW、

年間発電電力量は111億kWhに達しています。ま

た、地方公共団体は、34のガス事業を経営し、97

万戸の家庭に年間388億MJのガスを供給してい

ます。

　平成20年度の貸付額は、13億円となっています。

太鼓山風力発電所（京都府）

【港湾整備事業】

　地方公共団体が経営する港湾整備事業は、106

事業で、埋め立て、荷役機械、上屋、倉庫、貯木場、

引船などの事業を行っています。

　平成20年度の貸付額は、37億円となっています。

港湾荷役機械（釧路市）
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【介護サービス事業】

　地方公共団体が運営する介護サービス事業は、

639事業となっています。介護報酬で運営される

老人デイサービスセンター、特別養護老人ホーム

等の整備事業及び介護のために必要な機械機具

の整備事業に対して貸付けを行っています。

　平成20年度の貸付額は、16億円となっています。

町立特別養護老人ホーム静寿園（北海道新ひだか町）

【と畜場事業】

　地方公共団体が経営すると畜場事業は、75事業

で、平成19年度における年間処理実績は420万頭

となっています。

　平成20年度の貸付額は、0.5億円となっています。

食肉流通センター（金沢市）

【市場事業】

　地方公共団体が経営する市場事業は、179事業

で、年間の取扱量は、そ菜806万トン、果実284万

トン、水産物445万トン、肉類その他82万トンに達

し、生活物資の流通の近代化に貢献しています。

　地方公共団体による市場の整備は、流通近代

化促進の要請から積極的に進められており、平成

20年度の貸付額は、7億円となっています。

中央卸売市場（盛岡市）
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【駐車場事業】

　地方公共団体が経営する駐車場事業は、236事

業684施設であり、公営駐車場の収容能力は約12

万3千台、1日平均利用台数は約18万6千台となっ

ています。

　平成20年度の貸付額は、14億円となっています。

橋本駅北口第２自動車駐車場（相模原市）

【観光施設事業（産業廃棄物処理事業を含む。）】

　観光施設事業は、休養宿泊事業160事業をはじ

め、ロープウェイ64事業、その他観光事業（温泉、

城、資料館、動植物園等）180事業の合計404事業

が行われています。

　平成20年度の貸付額は、2億円となっています。

旭山動物園（旭川市）
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貸付件数
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【下水道事業】

　地方公共団体が行う下水道事業は、3,705事業で、平成19年度末における現在処理区域内人口

は9,672万人、全国人口に対する現在処理区域人口の割合は74.8％となっています。

　平成20年度の貸付額は、長期貸付額全体の約４割を占め、4,583億円となっています。

白根中央浄化センター（新潟市）
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【公営住宅事業】

　公営住宅は、地方公共団体により建設され、平成19年

度末では約218万戸が管理されています。

　平成20年度の貸付額は、165億円となっています。

県営住宅船岡団地（高知県）

【臨時地方道整備事業等臨時3事業】

　臨時地方道整備事業等の臨時3事業は、生活関連道路としての地方道の建設、中小河川の整備及び高

等学校の老朽校舎の改築等の事業の促進を主な目的として、昭和53年度から旧公庫の貸付対象事業に

加えられました。

　平成20年度の貸付額は、1,434億円となっています。

市川三郷身延線（山梨県）

■ 臨時地方道整備事業 ■ 臨時河川等整備事業

ささや親水公園（二本松市）
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県立青森東高校（青森県）
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9.平成20年度受託貸付の状況

　公有林整備事業及び草地開発事業については、株式会社日本政策金融公庫から委託を受けて貸付

けを行っております。

　平成20年度の受託貸付の総額は38億51百万円、内訳は、公有林整備事業が36億89百万円、草地

開発事業が1億61百万円となっています。

区分
公有林整備事業 草地開発事業 計

件数 金額 件数 金額 件数 金額 構成比

件 百万円 件 百万円 件 百万円 ％

都道府県 55 2,248 1 6 56 2,254 58.5

市 115 968 3 69 118 1,037 26.9

町 村 81 473 9 86 90 560 14.5

組 合 等

計 251 3,689 13 161 264 3,851 100.0

（注） 四捨五入により計が一致しないことがあります。

　また、受託貸付の残高は、公有林整備事業が27,128件、3,442億26百万円、草地開発事業が1,720件、

242億82百万円の合わせて28,848件、3,685億8百万円となっています。

10.平成21年度貸付計画（改定後）

　平成21年度における一般貸付に係る貸付計画額は、平成21年度地方債計画(改定後）における機構

資金（1兆8,830億円）を踏まえ、一般会計債2,798億円、臨時財政対策債3,000億円、公営企業債8,492

億円の合計1兆4,290億円の予定となっています。

　また、受託貸付に係る貸付計画額は41億円の予定となっています。（詳しくは参考資料85ページをご

参照ください。）
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機構の業務

1.基本的な考え方

　今後、発行市場の自由化が一層進展すると想定されるなど、地方債を取り巻く環境が大きく変化する中で、

地方公共団体がこうした環境に対応し、資本市場からの資金調達を効率的に行っていくために必要な支援を

実施します。

　支援の実施に当たっては、平成23年度以降の事業の本格的な展開を目指し、機構が情報の結節点として

の機能を果たせるよう、関係機関との連携等を通じ地方支援のネットワークの形成を図るとともに、民間人

材の活用も含めて体制の整備を行います。

　また、当面は、地方公共団体等のニーズを十分把握するとともに「調査研究・情報提供」「地方公共団体の

人材育成」及び「資金調達に係る実務支援」に係る事業を着実に実施します。

国・（財）地方債協会
シンクタンク等

資本市場
投資家等

大学・研究者等

地方公共団体金融機構

情報等

連携・協力

・地方債に関するあらゆる「情報」
・地方債の制度・実務に精通した「人材」
・地方の資金調達実務に関する「ノウハウ」

支援
情報提供

人材育成、実務支援（ ）
地方公共団体

情報等

連携・協力

地方支援業務
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2.具体的な事業展開

　地方公共団体と資本市場の双方と直結しているという機構の特性を活かしながら次のような事業を展

開します。

（1）調査研究・情報提供

　大学等と連携しながら、地方公共団体の資金調達等について、調査研究事業を実施し、研

究成果について、わかりやすい形で地方公共団体に情報提供します。

　地方債市場をはじめとする資本市場の状況等について、各団体の理解を深めるため、地方

公共団体に情報提供を行います。

（2）地方公共団体の人材育成

　地方行財政、金融、経済、会計等に関する基礎知識の涵養のみならず、実務能力養成のた

めのスキル、ノウハウ取得を視野に置いた人材養成等を図ります。

（3）資金調達に係る実務支援

　地方公共団体の資金調達に係る実務（ＩＲや公募地方債の発行等）に対し、関係団体との

連携等により、情報提供等の支援を実施します。

3.平成21年度の事業

（1）調査研究・情報提供

　調査研究事業として、国内における各地方公共団体の銀行等引受債（縁故債）の実態に関

する分析や、諸外国の地方債制度や地方債共同発行機関の実態等について、継続的な定点観

測及び分析を実施します。

　情報提供事業として、地方公営企業調査研究の成果について、情報提供します。

（2）地方公共団体の人材育成

　地方自治関係団体が、地方公共団体職員に対して実施する研修会等のサポートや、平成

２０年度より実施しているＯＪＴ研修を引き続き実施し、地方公共団体職員の金融関連業務

に係る実務能力の育成を図ります。

（3）資金調達に係る実務支援

　地方債関係団体や市場公募債発行団体との合同ＩＲを国内外で実施するほか、個別地方公

共団体の住民参加型市場公募債の発行を支援します。
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機構の業務

地方の共同資金調達機関として、地方公共団体に対し低利で安定した資金を融通するため、その原資
となる資金の調達コストの削減を図りながら、安定的な調達を行います。

1.機構債券の種類

　新たな貸付業務等に必要な資金調達については、政府保証のない一般担保付公募債である地方公共団体金融

機構債（地方金融機構債）の発行を基本とします。また、地方公務員共済組合連合会の引受けによる縁故債の発

行を組み合わせて行います。

　旧公庫から承継した債権の管理を円滑に行うための既往の政府保証債の借換えについては、政府保証債の発

行によって行います。

●既往の政府保証債の借換えについて引き続き
   政府保証債を発行

●地方金融機構債、縁故債を発行

市　
　

場

地
方
公
共
団
体
金
融
機
構

資金

資金調達業務
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2.機構債券発行の基本的なスタンス

　必要な資金を安定的に資本市場から調達するため、積極的な情報開示と説明責任を十分に果たしていく

等を通じて、資本市場からの確固たる信認を維持しながら債券発行を行います。また、市場環境や市場ニー

ズに応じた機動的な債券発行に努めていきます。

（1）資金調達手段の多様化

　安定的な資金調達を行っていく観点から、10年債の発行を中心としつつ、投資家層のより一層の拡

大を図るため、市場環境や市場のニーズに応じ、中期、超長期を含めた多様な年限及び形態による柔

軟な債券発行に努めます。

　また、旧公庫時代に培ったＪＦＭブランドの知名度を十分に活かすとともに、国内、国外を問わず、

世界の市場環境を注視しながら、調達コストの削減が図られるよう、多様な市場における債券発行に

努めていきます。

（2）情報開示の徹底

　投資家保護の観点から、機構の事業・財務内容やリスク管理の状況についてのディスクロージャー

を適切に実施します。

　また、機構の経営状況や機構債券に対する正しい理解の醸成を図り、機構に対する確固たる信認を

確保できるよう、投資家説明会や個別投資家訪問等のＩＲを積極的に実施します。このほか、投資家の

投資計画策定に資するよう、半期毎に債券発行計画を公表します。

（3）資本市場の健全な発展への貢献

　資本市場のニーズに合致した機動的・弾力的な資金調達を行う中で、資本市場重視の基本姿勢を堅

持しながら、公共債市場における基幹的な発行体としての役割をより一層強固なものとし、資本市場

が健全に発展するよう積極的に貢献していきます。
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3.機構債券の特徴

　機構は、スタンダード・アンド・プアーズ（S&P）、ムーディーズ・インベスターズ・サービス（Moody’s）及び格

付投資情報センター（R&I）より、日本国内の公共債発行機関では最高位の発行体格付けを取得しています。ま

た、機構のリスクウェイトのカテゴリーは10％となっています。

S&P：AA（安定的）

Moody’s：Aaa（引き下げ方向で見直し中）

R&I：AAA（ネガティブ）

地方金融機構債：10％ （参考）政府保証債：0％
　　　国債・地方債：0％

機構債券の債権者は、機構の財産において他の債権者に先立って自己の債権の弁

済を受ける権利を有する。この先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取

特権に次ぐものとする。（地方公共団体金融機構法第40条）

（平成 21.6.1 現在）

発行体格付（依頼）

BISリスク・ウェイト

一般担保

　機構が発行する地方金融機構債は、「スーパー地方債」としての性格を有しています。また、以下のような特徴か

ら、少なくとも地方債と同様のステータスを持った、信用力の極めて高い債券であるといえます。

・機構自体が公的な位置づけであること
・機構は地方債の共同発行機関としての性格を有していること
・地方公共団体のデフォルトはこれまで一度もないことから、機構資産の安定性は高いといえること
・万全の財務基盤が確保されており、また、機構法において、機構解散時の最終弁済責任が地方公共団体とされている
ことから、償還確実性が担保されていること
・機構債券は流動性が高く、また、機構は投資家重視の起債スタンスをとっていること
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4.資金調達実績の推移

　債券の発行総額は、平成9年度に2兆6,784億円（過去最高額）に達しましたが、その後、年々、減額して

おり、平成20年度は機構分8,825億円、旧公庫分5,731億20百万円となっています。
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5.平成20年度の資金調達実績

　平成20年度における債券の発行総額は、機構分8,825億円、旧公庫分5,731億20百万円であり、その

内訳は、機構分として、政府保証国内債（10年債）4,225億円、政府保証国内債（4年債）3,000億円、地

方金融機構債（20年債）500億円、地方金融機構債（10年債）800億円及び地方金融機構債（5年債）300

億円となっています。

　また、旧公庫分として、政府保証国内債（10年債）2,211億20百万円、政府保証国外債（10年債）750

億円、非政府保証公募債（20年債）1,000億円、非政府保証公募債（10年債）500億円及び縁故債1,270

億円となっています。

　なお、平成20年度に機構が発行した政府保証国内債7,225億円は、平成20年度政府保証国内債発行総

額3兆1,416億90百万円の22.9％を占めています。

　また、旧公庫が発行した政府保証国内債2,211億20百万円は、平成20年度政府保証国内債発行総額の

7.0％を占めています。

　機構の平成20年度末債券発行残高は、18兆9,989億円となっています。

（旧公庫分）

政府保証国内債
2,211 億円縁故債合計

1,270 億円

政府保証国外債
750 億円 非政府保証公募債

1,500 億円

（機構分）

政府保証国内債
7,225 億円

地方金融機構債
1,600 億円

※政府保証のない一般担保付公募債について、旧公庫において発行した分は「非政府保証公募債」、機構において発行した分は
「地方金融機構債」としている。
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種別 年限 回号
発行額
（億円）

利率
（％）

発行価額
（円）

発行日

政府保証国内債

10 年 第 1回 700 1.6 99.85 H20.10.16

10 年 第 2回 700 1.6 99.60 H20.11.18

10 年 第 3回 700 1.4 99.35 H20.12.15

10 年 第 4回 700 1.3 99.15 H21.1.22

10 年 第 5回 700 1.3 99.20 H21.2.18

10 年 第 6回 725 1.3 99.30 H21.3.17

4 年 第 1回 3,000 0.7 99.94 H21.2.27

政府保証国内債合計 7,225

■ 平成20年度債券発行状況  機構分（発行額合計：8,825億円）

種別 年限 回号
発行額
（億円）

利率
（％）

発行価額
（円）

発行日

地方金融機構債

20 年 第 1回 500 2.07 99.88 H21.1.26

10 年 第 1回 500 1.77 99.95 H20.11.25

10 年 第 2回 300 1.59 99.92 H21.2.20

5 年 第 1回 300 1.01 99.97 H21.2.24

地方金融機構債合計 1,600
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種別 年限 回号
発行額
（億円）

利率
（％）

発行価額
（円、％）

発行日

政府
保証債

国内債

10 年 第884回 1,000 1.4 99.25 H20.4.17

10 年 第885回 500 1.7 99.60 H20.5.22

10 年 第886回 711.2 1.8 99.75 H20.6.19

10 年 第 5回
グローバル・円 750 1.900 99.900 H20.6.25国外債

政府保証債合計 2,961.2

種別 年限 回号
発行額
（億円）

利率
（％）

発行価額
（円）

発行日

非政府保証
公募債

20 年 第 24 回 600 2.29 99.85 H20.4.25

20 年 第 25 回 400 2.50 99.98 H20.6.16

10 年 第 30 回 500 1.97 99.98 H20.6.16

非政府保証公募債合計 1,500

種別 年限 回号
発行額
（億円）

利率
（％）

発行価額
（円）

発行日

縁故債

10 年 第 29 回 400 1.59 100.00 H20.4.30

10 年 第 30 回 500 1.91 100.00 H20.5.30

10 年 第 31 回 370 1.78 100.00 H20.7.31

縁故債合計 1,270

■ 平成20年度債券発行状況  旧公庫分（発行額合計：5,731.2億円）
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6.平成21年度の資金調達計画

　貸付業務等に必要な資金調達については、地方金融機構債の発行を基本としつつ、地方公務員共済組合連

合会の引受けによる縁故債の発行を組み合わせて行います。平成21年度は、地方金融機構債を6,000億円（う

ち10年債を3,000億円、20年債を2,000億円、その他債1,000億円）、縁故債を4,000億円（全額10年債）発行

する予定です。

　旧公庫から承継した債権の管理を円滑に行うための既往の政府保証が付された公営企業債券の借換えにつ

いては、政府保証債の発行により行うこととし、平成21年度は、8,200億円を発行する予定です。

債券の種類 年間発行予定額（億円）

10年満期一括固定利付債 3,000

20年満期一括固定利付債 2,000

その他債 1,000

計 6,000

■ 地方金融機構債

※10年債については、原則毎月発行する予定です。
※20年債については、年間5～ 6回程度発行する予定です。

債券の種類 年間発行予定額（億円）

10年債 4,000

■ 縁故債

債券の種類 年間発行予定額（億円）

10年債 8,200

■ 政府保証国内債

（注）1.この計画は貸付けの実行状況、市場環境等により発行額を変更すること
があります。

2.発行に関する情報につきましては、発行の都度ホームページ等を通じて
お知らせする予定です。（URL:http://www.jfm.go.jp/ir/index.html）


